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①本資金の利用を前提に、申請者

等の資産状況、健康状態等につ

いて調査します。 

②不動産（土地・建物）の登記簿

謄本を取得します。 

「貸付要件チェックリスト」に

もとづき、不動産の所有者、不

動産の評価額等を調べます。 

③推定相続人を特定するため、戸

籍謄本を取得します。 

④申請者、被保護者等へ本資金利

用について説明し、同意を得ま

す。 

 ⇒同意しない場合 

  保護を適用しない、不動産の

売却指導等 

  

⇒同意した場合 

  「貸付要件チェックリスト」

と戸籍謄本の写しを道社協

あて送付します。 

 

 

 

 

 

 

①扶養照会（推定相続人への本資

金利用同意を依頼、通知しま

す。） 

②借入申込に必要な書類を作成

します。借入申込者より必要書

類の提出を依頼し、市町村社協

に送付します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤保護実施機関（福祉事務所）か

ら送付された「貸付要件チェッ

クリスト」を確認し、戸籍謄本

により推定相続人の特定を行

います。（司法書士に依頼しま

す。） 

⑥推定相続人が特定された後、保

護実施機関（福祉事務所）に結

果を連絡します。 

⑦市町村社協に「貸付要件チェッ

クリスト」（写）を送付し、借入

申込があることを通知します。 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の実務フロー 
 

 

STEP１ 保護の開始申請 

STEP２ 借入申請書類作成 

 

申請者が、先に社協に来訪等した場合、要保護世帯

が対象であるため、保護実施機関（福祉事務所）に

生活保護申請するよう支援します。 

（市保護実施機関（福祉事務所）、町村の場合は役場で相

談を受付け、振興局の保護実施機関（福祉事務所）に

繋いでもらいます。） 
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※本資金利用について理解が不 

十分な申請者等に対し、理解

を得られるまで説明をしま

す。 

 

 

 

 

※借入申込者に市町村社協へ借 

入申込を行うよう指示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③保護実施機関（福祉事務所）か

ら送付された書類について、確

認します。 

 書類に不備がある場合や貸付

対象とならいない場合は、保護

実施機関（福祉事務所）に連絡

します。 

 

 

 

①申請者に、本資金利用について

再度説明します。 

※理解が十分ではない場合は、

保護実施機関（福祉事務所）

で説明を受けるよう伝え、連

絡します。 

②申請者に借入申込書（様式５）、

（暴力団対応に関する）同意書

を記入してもらいます。 

③申込書類を道社協へ送付しま

す。 

 

 

 

STEP３ 借入申請書類作成 

市町村社協に提出する書類 

 ・要保保護世帯向け不動産担保型生活資金 借入申請書類チェックリスト 

・要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付対象世帯通知書 

・貸付対象世帯調査書 

・１月当たりの貸付基本額算定表 

・不動産登記簿謄本（全部事項証明書）（土地・建物） 

・戸籍謄本 

・推定相続人の同意書または調整状況書類 

・借入申込者世帯全員の住民票 

・公図 

・地積測量図 

・建物図面 

・不動産評価額の確認書類（固定資産税評価証明書、名寄帳・固定資産税

課税台帳、固定資産税納付書のいずれか一つ） 

・不動産の土地・建物の所有確認（登記済権利証の写し、登記識別情報通

知の写しのどちらか一つ） 

 



 

保護の実施機関（福祉事務所） 市町村社会福祉協議会（市町村社協） 北海道社会福祉協議会（道社協） 

 

※不動産鑑定には、保護実施機

関（福祉事務所）職員と市町村

社協職員が同行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不動産評価額が 500万円未満

の場合、貸付不承認となりま

すので、生活保護を適用しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約締結に市町村社協職員と

ともに同席します。 

④被保護者の保護廃止手続きを

行います。（新規申請の場合

は、申請却下、取下等） 

 被保護者の記録を保管しま

す。 

 

 

※指示のあった日程を保護実施

機関（福祉事務所）と借入申込

者に連絡し、道社協に報告しま

す。 

※不動産鑑定には、保護実施機関

（福祉事務所）職員と市町村社

協職員が同行します。 

 

 

 

 

 

 

※貸付決定の場合、保護実施機関

（福祉事務所）と借入申込者と

契約締結日・場所について調整

し、道社協に報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

※契約締結に保護実施機関（福祉

事務所）職員とともに同席しま

す。 

 

※道社協から返却された登記済

権利証、登記簿謄本（写）を借

受人に返却します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①道社協は不動産鑑定士と調整

の上、可能な日程を市町村社

協に連絡します。 

②不動産鑑定士の協力を得て、

不動産鑑定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①不動産担保型生活資金審査委

員会にて審査し、貸付決定、

または、不承認の通知を行い

ます。 

②貸付決定の場合、市町村社協

を通じて契約締結日の日程を

調整します。 

 

 

 

 

①借受人と契約締結します。 

②担保となる不動産に「根抵当

権設定登記」を行います。（司

法書士に手続きを依頼しま

す。） 

 登記完了後、登記済権利証、

登記簿謄本（写）を借受人に

返却します。 

③契約書の写しを契約締結時お

渡しします。 

 ※不動産鑑定、登記等の諸経

費は、鑑定士等から保護実

施機関（福祉事務所）に請

求されます。 

 

 

STEP４ 不動産評価 

STEP５ 貸付審査 

STEP６ 契約締結 



保護の実施機関（福祉事務所） 市町村社会福祉協議会（市町村社協） 北海道社会福祉協議会（道社協） 

 

 

 

 

②借受人に関する記録を保管

し、市町村社協と連携の上、借

受人の状況を定期的（年１回）

に把握します。市町村社協を通

じて、道社協に借受人状況報告

書を提出します。 

 

 

※不動産鑑定には、保護実施機

関（福祉事務所）職員と市町

村社協職員が同行します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②市町村社協からの連絡、また

は借受人の申し出により貸付

金の増額が必要な場合は、要

否に関する意見書を作成しま

す。 

 借受人に意見書を渡し、市町

村社協に持参するよう促しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③保護実施機関（福祉事務所）か

ら送付された借受人状況報告

（年１回）を受理し、道社協へ

送付します。借受人状況報告の

写しを保管します。 

 

 

 

※指示のあった日程を保護実施

機関（福祉事務所）と借入申込

者に連絡し、道社協に報告しま

す。 

※不動産鑑定には、保護実施機関

（福祉事務所）職員と市町村社

協職員が同行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①借受人が医療費や、不動産の維

持管理費用として貸付金の増

額を申し出た場合、保護実施機

関（福祉事務所）より意見書を

提出してもらうよう借受人に

伝えます。あわせて、保護実施

機関（福祉事務所）に連絡しま

す。 

③借受人が意見書を持参し来所

した際、貸付金の臨時増額申請

書を記入してもらい、道社協に

提出します。 

 

 

 

①借受人に貸付金を交付しま

す。 

 

 

①借受人状況報告書の提出依

頼。 

 

 

 

 

 

①３年ごとにまたは公示価格

と比べ１割以上減少した場合

も、不動産の再評価を行いま

す。 

 ※再評価の結果、評価額が１

割以上減少した場合は、保

護実施機関（福祉事務所）

に通知し、借受人に貸付限

度額の減額を要請します。 

②再評価を行うため、市町村社

協を通じて保護実施機関（福

祉事務所）と借入申込者の日

程調整を行います。 

③不動産鑑定士の協力を得て、

不動産鑑定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

④貸付金の臨時増額の可否につ

いて審査し、決定または不承

認の通知を行います。 

 決定された場合は、変更契約

を締結した後、貸付金を交付

します。 

STEP７ 貸付金の交付 

STEP9 不動産の再評価 

STEP10 貸付金の臨時増額 

 

STEP8 借受人の状況把握 
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③貸付終了後、借受人が生活保

護に移行するための準備を進

め、終了時に保護を適用します。 

④借受人（被保護者）の状況に

ついて、定期的に道社協に報告

します。（STEP8借受人の状況把

握参照） 

 

 

 

 

 

①借受人（被保護者）が死亡し

た場合、市町村社協に報告しま

す。 

 

 

 

 

④死亡くなった借受人（被保護

者）の相続人を特定する戸籍

謄本（全部事項証明書）を準

備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※相続人等から償還の問合せが

あった場合、道社協へ連絡す

るよう促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②死亡の報告を受けたら、死亡届

を道社協に提出します。 

③相続人を特定するため、戸籍謄

本（全部事項証明書）を保護実

施機関（福祉事務所）に依頼し

ます。 

 

⑤必要書類を道社協に提出しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※相続人等から償還の問合せが

あった場合、道社協へ連絡する

よう促します。 

 

 

 

 

①限度額到達の１～２ヶ月前に、

保護実施機関（福祉事務所）、借

受人、市町村社協に限度額到達

予定の連絡をします。 

②貸付停止の通知をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥借受人死亡の連絡を受けた後、

相続人に償還の請求を行うと

ともに、市町村社協、保護の実

施機関に連絡します。 

⑦償還手続き完了後、市町村社

協、保護実施機関（福祉事務所）

に報告します。 

 

STEP11 貸付停止 

       生活保護移行 

 

STEP13 貸付終了 

借受人死亡→償還 

 

・死亡届 

・借受人が死亡により除籍に 

なった後の戸籍謄本（全部 

事項証明）の原本 

・借受人の両親の死亡を確認 

する改製原戸籍（借受人両 

親の改製原戸籍） 

・借受人が死亡により除籍に 

なった後の戸籍謄本（全部 

事項証明）の原本 

・借受人の両親の死亡を確認 

する改製原戸籍（借受人両 

親の改製原戸籍） 


